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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年７月５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（陸上荷役施設） 

発生日時 平成２２年１２月２２日 １４時２３分ごろ 

発生場所 宮城県仙台塩釜港仙台区中野ふ頭 

仙台市所在の仙台北防波堤灯台から真方位２７４.５°２,０００ｍ付近 

（概位 北緯３８°１６．３′ 東経１４１°０１.２′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

自動車運搬船 蓉
よう

翔
しょう

丸、１４,７９０トン 

 １３５６８３、株式会社フジトランスコーポレーション（船舶所有者及

び運航者、以下「Ａ社」という。）、鹿児島船舶株式会社（船舶借入人） 

 １６７.００ｍ×３０.２０ｍ×１７.５５ｍ 、鋼 

 ディーゼル機関、１９,１２５kＷ、平成１４年９月６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 一級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成９年３月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１８年１１月２日 

  免状有効期間満了日 平成２４年３月１０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船首外板に破口及び擦過傷、右舷船首部ハンドレール及びフェ

アリーダーに曲損 

陸上荷役施設 アンローダーの操作室が圧壊、脚部が曲損してレールから

脱輪 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか１０人が乗り組み、研修員４人を乗せ、仙台塩釜港仙

台区の中野ふ頭４号岸壁に入船右舷着けするため、平成２２年１２月２２

日１２時４５分ごろ仙台区沖に至った。 

船長は、船舶所有者の仙台支店から、入港のために沖待ちしている先船

にタグボート２隻を使用させてほしい旨の依頼を受けて了承し、タグボー

トが先船の入港作業を終えたのち、本船の支援に来るように打ち合わせた。

船長は、仙台区の港外で待機して気象状況の変化を見ていたところ、１

３時００分ごろ、仙台支店と仙台区に停泊していた僚船から、港内の風向

がほぼ北東であり、風速が１２～１３m/s、瞬間的に１８～１９m/sである

旨の情報を入手し、午後には風が弱まるという気象会社の予報もあり、港

内では風が収まるものと思い、タグボートの支援なしで入港することと

し、１４時００分ごろ先船の６海里（Ｍ）後方から仙台第１号灯浮標に向

けて入港を開始した。 
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船長は、約２０m/sの東風によって風下に圧流されながら、約１５.３ノ

ット（kn）の速力で北西進して仙台区に入り、沖防波堤付近を通過中、先

船の係留岸壁が港奥に変更になった旨の連絡を仙台支店から受け、着岸作

業時にタグボートの支援が遅れることを知ったが、航行している海域が狭

く、引き返すことはできなかった。 

船長は、風向が北に回ったのを知り、減速しながら航行して北防波堤通

過後に微速力前進とし、風下に圧流されるのを警戒したため、約１０knの

速力で西進して中野ふ頭に接近した。 

船長は、中野ふ頭に接近し過ぎていると感じていたが、係留する中野ふ

頭４号岸壁に近くなってＡ防波堤付近で極微速力前進の約６knに減速した

ところ、北東の強風により船首が風上に向けて右転するようになり、舵が

効かなくなった。 

船長は、微速力前進に増速して舵が効くようにしたものの、岸壁に近く

なっていたことから減速し、船首が風上に向くことを抑えることができ

ず、衝突の危険を感じて後進をかけ、船首尾のスラスターを使用したが、

１４時２３分ごろ本船の船首部が中野ふ頭１号岸壁のアンローダーに衝突

した。 

本船は、後進をかけて岸壁を離れ、中野ふ頭４号岸壁に出船左舷着けで

着岸した。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東北東、風速 約２０～３０m/s、視程 約２Ｍ 

海象：波高 １.５～２ｍ、潮汐 高潮期 

東北地方の南部を低気圧が発達しながら北東進して仙台区に接近してお

り、宮城県東部仙台には平成２２年１２月２２日１０時３４分に暴風及び

波浪警報が発表されていた。 

仙台管区気象台の１２月２２日の観測気圧（海面）は、次のとおりであ

った。 

１３時３０分 ９９６.６hpa（気圧） 

１４時００分 ９９５.０hpa 

１４時２０分 ９９４.０hpa 

 その他の事項 本船は、本事故当時、車輌８２８台及びシャーシ１４５台を積載し、喫

水が船首約７.１５ｍ、船尾約７.８５ｍであった。 

船長は、２２日朝は風速３０m/s 近くになるが、昼から弱まるという気

象予報を入手していた。また、１２時４５分～１３時００分ごろ、仙台第

１号灯浮標付近では平均風速が１５m/sぐらいであることを観測した。 

船長は、入港を開始する前、船橋内に設置された気圧計で気圧を観測し

ていなかった。 

Ａ社の運航基準では、入港予定の港内の気象及び海象が次に掲げる条件

のいずれかに達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での

錨泊その他の適切な措置をとらなければならない旨が規定されていた。ま

た、タグボートの使用基準はなく、船長の判断に任されていた。 

(1) 風速が２０m/s以上 

(2) 波高が１.５ｍ以上 

(3) 視程が１,０００ｍ以下 

運航管理者は、本事故当時、タグボートを使用すれば本船は仙台区に入

港可能であると思っていた。 
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分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、低気圧が接近し、暴風及び波浪警報が

発表されている状況下、仙台塩釜港仙台区の港外

で待機していた際、船長が港内では風が収まるも

のと思い、タグボートの支援なしで入港したこと

から、風速約２０～３０m/s の風により係留予定

岸壁付近で船首が風上に向けて右転し、アンロー

ダーに衝突したものと考えられる。 

船長は、港内の風が、風速１２～１３ｍ、最大

約１８～１９m/s であり、また、午後には風が弱

まる旨の情報を得ていたことから、港内では風が

収まると思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、低気圧が接近し、暴風及び波浪警報が発表されている状況

下、本船が、仙台塩釜港仙台区の港外で待機していた際、船長が港内では

風が収まるものと思い、タグボートの支援なしで入港したため、風速約２

０～３０m/s の風により係留予定岸壁付近で船首が風上に向けて右転し、

アンローダーに衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・強風下で入出港する際は、自船の操船可能限界を考慮し、タグボート

の支援を受けること。 

 




